
第３章 新しい躍動の時代を実現するための取り組み－少子高齢化とグローバル

化を乗り切る－ 

３ ．持続的な社会保障制度の構築  

（社会保障の一体的見直し）  

「基本方針2004」を踏まえ、引き続き社会保障の一体的見直しを推進するととも

に、年金についても平成16 年度改革において明記された道筋に沿って引き続き改

革を進める。  

（持続可能性を確保するための過大な伸びの抑制策）  

超高齢社会にあっては、社会保障制度が持続可能であることは国民生活にとっ

て不可欠なことであり、社会保障給付費を今後考える上で「国民の安心」、「持

続可能性」という観点は最重要である。そのためには、日本の経済規模とその動

向に留意しなければならないと同時に、過大・不必要な伸びを具体的に厳しく抑

制しなければならない。  

この観点から、以下の取組を行う。  

① 社会保障給付費の伸びについて、特に伸びの著しい医療を念頭に、医療費適正

化の実質的な成果を目指す政策目標を設定し、定期的にその達成状況をあらゆ

る観点から検証した上で、達成のための必要な措置を講ずることとする。上記

目標については、国民が受容しうる負担水準、人口高齢化、地域での取組、医

療の特性等を踏まえ、具体的な措置の内容とあわせて平成17 年中に結論を得る。

その上で、平成18 年度医療制度改革を断行する。 

② 上記目標を達成するために、これまでの施策の効果を検証しつつ、総合的に直

ちに取り組む。 

③ 平成18 年度の医療制度改革においては、保険給付の内容について、相当性・妥

当性などの観点から幅広く検討を行う。また、診療報酬・薬価改定は、近年の

賃金・物価の動向や経済・財政とのバランス等を踏まえ検討する。  

 

また、医療制度改革については、「基本方針2001」1以降閣議決定された事項2に

ついて、その完全実施の工程を策定し、取り組む。  

 

                                                  
1 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平成 13 年６月 26 日閣議決定） 
2 「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」（平成 15 年３月 28 日閣議決定） 



（社会保険庁改革） 

 社会保険庁改革について、以下の対応を行う。 

 

① 現行の社会保険庁を存続することなく、政管健保については、その運営を国

から切り離し、全国単位の公法人を設立する方向とし、公的年金については、

組織、機能等について抜本的に改革を行った新たな政府組織による運営とす

る。  

② 具体的には、市場化テストの実施等外部委託の拡大による大幅な人員削減、

民間企業的な人事・処遇の導入、地方組織の抜本的見直し、意思決定の場や

監査部門への外部専門家の参画や外部民間による監査を実現する。 

③ 新組織の名称・法令上の位置付け等、より具体的な姿を平成17 年中に決定し、

関連法案を次期通常国会に提出するとともに、新組織の発足後も、収納率等

の状況を総合的に評価し、組織形態を含め全般を見直しながら、継続的に改

革を進める。  

 

（中医協改革）  

中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）について、「中医協の在り

方に関する有識者会議」の議論を踏まえ、以下の方向を始めとする改革を行う。 

  

① 公益機能を強化し、病院等多様な医療関係者の意見を審議に反映させるため、

公益委員の人数など委員構成を見直す。 

② 診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議は厚生労働大臣の下における

他の諮問機関にゆだねた上で、中医協はこの基本的な医療政策や内閣におい

て決められた改定率を前提として個別診療報酬点数の改正案を審議するこ

ととし、その機能・役割を明確化する。  

③ 診療報酬改定の結果を検証する機能を公益委員に担わせる。  

 

（健康・介護予防等の推進）  

「基本方針2004」に基づき、「健康寿命」の延伸を目指し、「健康フロンティア

戦略」の本格化、がん対策・ライフサイエンス研究の推進を図る。また、治験環境

の充実、承認審査の迅速化など医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化を図ると

ともに、後発医薬品市場の育成を図る。  



健康保険法等の一部を改正する法律附則

第２条第２項の規定に基づく基本方針

(医療保険制度体系及び診療報酬体系

に関する基本方針について)

（平成１５年３月２８日閣議決定）



第１ はじめに

昨年７月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第

１０２号。以下「改正法」という ）附則第２条第２項において、政府は、。

①保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

②新しい高齢者医療制度の創設

③診療報酬の体系の見直し

に関する基本方針を平成１４年度中に策定することとされたところである。

この「基本方針」は、医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する今後の改

革の基本的な方向を示すものであり、政府としては、この「基本方針」に基づ

き、今後、具体的な改革の内容を検討していくこととする。

第２ 医療保険制度体系

１ 基本的な考え方

（１）安定的で持続可能な医療保険制度の構築

人口構成、就業構造等の構造変化に柔軟に対応し、経済・財政とも均衡の

とれた、安定的で持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保

険制度を堅持する。

（２）給付の平等・負担の公平

保険者の自立性･自主性を尊重した上で､医療保険制度を通じた給付の平

等､負担の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指す。

（３）良質かつ効率的な医療の確保

保険者、医療機関、地方公共団体等の関係者が連携して、地域の住民に対

して質の高い効率的な医療を提供できるような取組を推進する。


